
 

埼玉県地域保健医療計画推進協議会周産期医療部会設置要綱 

 

（設置） 

第１条 埼玉県地域保健医療計画（以下「計画」という。）の推進に当たり、周産期医

療体制の整備等の取組を評価・検証するため、埼玉県地域保健医療計画推進協議会周

産期医療部会（以下「周産期医療部会」という。）を設置する。 

 

（構成） 

第２条 周産期医療部会に部会長を置く。 

２ 部会長は、埼玉県地域保健医療計画推進協議会の会長が指名する。 

３ 部会の構成員は部会長が定める。 

４ 部会長は会務を整理し、部会を代表する。 

５ 部会長は、必要があると認めるときは、部会に構成員以外の者の出席を求め、又は 

 他の方法で意見を聴くことができる。 

 

（役割） 

第３条 周産期医療部会は、次の事項について、検討・協議するものとする。 

 （１）地域医療計画の策定、進捗に関すること（共通） 

（２）周産期医療体制のあり方に関すること（総合周産期母子医療センターの指定、 

  地域周産期母子医療センター、新生児センターの認定等に関すること） 

（３）その他周産期医療に関する諸課題について 

 

（会議） 

第４条 会議については、埼玉県地域保健医療計画推進協議会設置要綱（以下「協議会 

 設置要綱」という。）第９条第７項の規定に基づき、協議会設置要綱第６条の規定を 

 準用する。 

 

（学識経験者等の招へい） 

第５条 部会長は、専門の事項を協議するため、当該事項に関する学識経験者等の意見

等を聴く必要があると認めるときは、当該学識経験者等を招へいするよう医療整備課

長に求めることができる。 

 

（会議の公開） 

第６条 会議の公開については、協議会要綱第９条第７項の規定に基づき、協議会設置 

 要綱第８条の規定を準用する。 

 

（庶務） 

第７条 周産期医療部会の庶務は、医療整備課において処理する。 

 

（その他） 

第８条 この要綱に定めるもののほか、周産期医療部会の運営に関し必要な事項は、別

に定める。 

 

附則 

この要綱は、令和５年６月７日から施行する。 


